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外国政府又は非居住者に不動産を処理する場合は、下記によることとしたから了知され

たい。  

なお、昭和３９年６月２２日付蔵国有第１３号「外国政府又は外国人に普通財産を処理

する場合の取扱いについて」通達は廃止する。  

 

記 

 

1 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令(昭和 24 年政令第 311 号。以下「外

国政府に関する政令」という。)第 6 条第 1 項の規定により外国政府に関する政令の適

用を受ける外国政府から不動産(日本国政府の所有にかかるものを除く。)を取得し又は

賃借することについて委託を受け、外国政府のために当該不動産を取得し又は賃借しよ

うとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。  

  なお、承認申請に当たっては、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する規則(昭

和 24 年外資委員会規則第 2号)に定める関係書類を添付するものとする。また、外国政

府に関する政令第 6条第 2項の規定により外国政府に関する政令の適用を受ける外国政

府に普通財産を貸付け、交換、売払い又は譲与しようとする場合は、前記関係書類を添

付の上、財務大臣申請し、承認を受けなければならない。  

2 外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号。以下「外為法」という。)第 6条第

1 項第 6 号に規定する非居住者に対する普通財産の処理は、外為法第 20 条第 10 号に定

める「非居住者による本邦にある不動産若しくはこれに関する権利の取得」以下「不動

産の取得等」という。)に該当する資本取引であるので、不動産の取得等が外国為替令(昭

和 55 年政令第 260 号。以下「為替令」という。)第 11 条の規定により、外為法第 21 条

第 2 項に定める財務大臣の許可を受ける義務を課す資本取引として告示等により指定さ

れた場合において普通財産を非居住者に処理するときは、為替令第 11 条第 3 項の規定

による財務大臣の許可を受けたものに限り、その許可を受けたところに従つて処理する

ことができる。  

  なお、この場合、財務大臣の許可書の写しを提出させ、決議書に添付しておくものと

する。  

(注) ｢居住者｣又は｢非居住者｣の区別については、外為法第 6条及び｢外国為替法令の解     

釈及び運用について｣昭和 55 年 11 月 29 日付蔵国第 4672 号通達を参照のこと。  

 


